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「流域タイムラインの作成・活用」と
「ＷＥＢ会議ツールによる危機感の共有」

＜河川・気象の行動のきっかけとなる情報をまとめた流域タイムラインを作
成・活用＞

• 河川・気象情報の提供やこれを受けた市区町村による避難情報の発令など基本的
な行動を時系列で整理するタイムラインを、流域などの単位で作成。

• 河川の増水・氾濫時の更なる円滑な防災対応や訓練等に活用することで振り返りに
よる改善を実施。（不断の改善により防災対応をブラッシュアップ）

＜台風接近時等のWEB会議ツールによる危機感の共有＞

• 市区町村による避難情報発令などの防災対応を支援するため、河川事務所、気象
台のほか、都道府県の河川・砂防部局とも連携し、WEB会議ツールを活用することで
防災情報や危機感の共有、流域自治体の対応状況等を関係者で一斉に共有
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避難確保計画（要配慮者利用
施設）
個別避難計画（要配慮者）

マイ・タイムライン

■ 流域タイムラインのイメージ（下）、水害タ
イムラインと法定計画との関係（右）

「流域タイムライン」の更新について

• 令和8年出水期より新たな防災気象情報に変わることを踏まえ、流域タイムラインを
更新する必要がある。

• 更新（案）を次頁に記載したため、ご確認いただきたい。

【更新内容の例】
• 「洪水警報」など洪水に関する情報発信の削除
• 防災気象情報の名称の変更（情報名称に「レベル」を付与）
• 氾濫に係る通報制度の新設

1



令和8年4月改正（案） 赤枠 ：更新箇所
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下へ

※令和6年1月時点版
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■各観測所における基準水位

凡 例

▲ ：水位観測所

▲ ：ダム

▲ ：市町村境界
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